
 

 

 １ 免許番号 岡区第９７号 

 

 

 ２ 漁業種類、漁業の名称及び漁業時期 

   第３種区画漁業 あさり養殖業 

   １月１日から１２月３１日まで 

 

 

 ３ 漁場の位置 浅口市寄島町寄島南地先 

 

 

 ４ 漁場の区域 基点第１５２９号、基点第１５０９号、点ア及び基点第１

５３０号の各点を順次結んだ３直線と最大高潮時海岸線とに

よって囲まれた区域 

   点の位置 

     基点第１５０９号  浅口市寄島町三郎島南端に設置した標識 

     基点第１５２９号  浅口市寄島町寄島干拓西堤防東基部から１００メ

ートルの地点に設置した標識 

     基点第１５３０号  基点第１５０９号から浅口市寄島町寄島高頂見通

し線と最大高潮時海岸線との交差点 

          点ア 基点第１５３０号から香川県丸亀市手島西南端見

通し線上基点第１５３０号から５０メートルの点 

 

 

５ 個別漁業権又は団体漁業権の別 

   個別漁業権 

 

 

 ６ 関係地区 浅口市寄島町 

 

 

  



 

  

岡区第  ９７  号 

第３種区画漁業権 



 

 

 １ 免許番号 岡区第９８号 

 

 

 ２ 漁業種類、漁業の名称及び漁業時期 

   第３種区画漁業 もがい、あかがい養殖業 

   １月１日から１２月３１日まで 

 

 

 ３ 漁場の位置 浅口市寄島町寄島南地先 

 

 

 ４ 漁場の区域 点イ、基点第１５０９号及び基点第１５０８号を順次結ん

だ２直線と最大高潮時海岸線とによって囲まれた区域 

   点の位置 

     基点第１５０８号  浅口市寄島町寄島東端に設置した標識 

     基点第１５０９号  浅口市寄島町三郎島南端に設置した標識 

     基点第１５３０号  基点第１５０９号から浅口市寄島町寄島高頂見通

し線と最大高潮時海岸線との交差点 

          点ア 基点第１５３０号から香川県丸亀市手島西端見通

し線上基点第１５３０号から５０メートルの点 

          点イ 基点第１５０９号から点ア見通し延長線と最大高

潮時海岸線との交差点 

 

 

５ 個別漁業権又は団体漁業権の別 

   個別漁業権 

 

 

 ６ 関係地区 浅口市寄島町 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

岡区第  ９８  号 

第３種区画漁業権 



 

 

 １ 免許番号 岡区第９９号 

 

 

 ２ 漁業種類、漁業の名称及び漁業時期 

   第３種区画漁業 もがい、あかがい養殖業 

   １月１日から１２月３１日まで 

 

 

 ３ 漁場の位置 浅口市寄島町寄島西地先 

 

 

 ４ 漁場の区域 次に掲げる（１）の区域のうち（２）に掲げる区域を除いた

区域 

  （１）基点第１５２９号、基点第１５０９号、点ア、点イ及び基点第１６０

１号を順次結んだ４直線と最大高潮時海岸線とによって囲まれた区域 

   点の位置 

     基点第１５０９号  浅口市寄島町三郎島南端に設置した標識 

基点第１５２９号 浅口市寄島町寄島干拓西堤防東基部から１００メ 

ートルの地点に設置した標識 

     基点第１６０１号  笠岡市・浅口市界の標識 

                    点ア 基点第１５０９号から香川県丸亀市豊島高ノ越鼻

突端見通し線上基点第１５０９号から７００メート

ルの点 

          点イ 基点第１６０１号から笠岡市大島西端見通し線上

基点第１６０１号から４５０メートルの点 

   

（２）基点第１５３３号、第１５３４号、第１５３６号、基点第１５３５号

及び基点第１５３３号の各点を順次結んだ４直線によって囲まれた区域 

   点の位置 

    基点第１５３３号 浅口市寄島町寄島干拓西堤防地先人工干潟潜堤東

基部 

    基点第１５３４号 浅口市寄島町寄島干拓西堤防地先人工干潟潜堤西

基部 

    基点第１５３５号 浅口市寄島町寄島干拓西堤防地先人工干潟潜堤南

東端 

    基点第１５３６号 浅口市寄島町寄島干拓西堤防地先人工干潟潜堤南

西端 

 

 

５ 個別漁業権又は団体漁業権の別 

   個別漁業権 

 

 

 ６ 関係地区 浅口市寄島町 

 

 

  



 

岡区第  ９９  号 

第３種区画漁業権 



 

 

 １ 免許番号 岡区第１００号 

 

 

 ２ 漁業種類、漁業の名称及び漁業時期 

   第１種区画漁業 のり養殖業 

   ９月２０日から翌年３月３１日まで 

 

 

 ３ 漁場の位置 笠岡市大島中、西大島地先 

 

 

 ４ 漁場の区域 点ア、点イ、点ウ、点エ及び点アの各点を順次結んだ４直

線によって囲まれた区域 

   点の位置 

     基点第１６０１号  笠岡市・浅口市界の標識 

     基点第１６０６号 笠岡市西大島黒岩に設置した標識 

          点ア 基点第１６０６号から笠岡市北木島布越鼻東端見

通し線上基点第１６０６号から６５０メートルの点 

          点イ 基点第１６０１号から笠岡市真鍋島天神鼻突端見

通し線上基点第１６０１号から６５０メートルの点 

          点ウ 基点第１６０１号から笠岡市真鍋島天神鼻突端見

通し線上基点第１６０１号から１，１００メートル

の点 

          点エ 基点第１６０６号から笠岡市北木島布越鼻東端見

通し線上基点第１６０６号から１，１００メートル

の点 

 

 

 ５ 制限又は条件 漁期終了日までに漁場の清掃をしなければならない。 

 

 

６ 個別漁業権又は団体漁業権の別 

   団体漁業権 

 

 

 ７ 関係地区 笠岡市 

 

 

  



 

 

 

  

岡区第 １００ 号 

第１種区画漁業権 



 

 

 １ 免許番号 岡区第１０１号 

 

 

 ２ 漁業種類、漁業の名称及び漁業時期 

   第３種区画漁業 もがい、あかがい養殖業 

   １月１日から１２月３１日まで 

 

 

 ３ 漁場の位置 笠岡市大島中、西大島地先 

 

 

 ４ 漁場の区域 基点第１６０１号、点ア、点イ、点ウ、点エ及び基点第１

６０６号の各点を順次結んだ５直線と最大高潮時海岸線とによって囲まれ

た区域 

   点の位置 

     基点第１６０１号  笠岡市・浅口市界の標識 

     基点第１６０３号  笠岡市大島中正頭長ぞわいに設置した標識 

     基点第１６０６号 笠岡市西大島黒岩に設置した標識 

     基点第１７２０号  笠岡市神島外浦鹿落鼻東端に設置した標識 

          点ア 基点第１６０１号から笠岡市真鍋島天神鼻見通し

線上基点第１６０１号から４５０メートルの点 

          点イ 基点第１６０３号から笠岡市真鍋島西端見通し線

上基点第１６０３号から４５０メートルの点 

          点ウ 基点第１６０６号から笠岡市北木島布越鼻東端見

通し線上基点第１６０６号から４５０メートルの点 

          点エ 基点第１６０６号から基点第１７２０号見通し線

上基点第１６０６号から４５０メートルの点 

 

 

５ 個別漁業権又は団体漁業権の別 

   個別漁業権 

 

 

 ６ 関係地区 笠岡市大島中、西大島、西大島新田 

 

 

  



 

 

 

  

岡区第 １０１ 号 

第３種区画漁業権 



 

 

 １ 免許番号 岡区第１０２号 

 

 

 ２ 漁業種類、漁業の名称及び漁業時期 

   第３種区画漁業 もがい養殖業 

   １月１日から１２月３１日まで 

 

 

 ３ 漁場の位置 笠岡市神島天神、古江地先 

 

 

 ４ 漁場の区域 基点第１７１０号、点ア、点イ及び基点第１７１５号の各

点を順次結んだ３直線と最大高潮時海岸線とによって囲まれ

た区域 

   点の位置 

     基点第１６０６号 笠岡市西大島黒岩に設置した標識 

     基点第１６１９号  笠岡市西大島夏目船溜り防波提突端に設置した標

識 

     基点第１７１０号 笠岡市神島天神社常夜灯から基点第１６１９号見

通し線と最大高潮時海岸線との交差点 

     基点第１７１５号 笠岡市神島東側、神島・神島外浦界防波堤階段に

設置した標識 

          点ア 基点第１７１０号から基点第１６１９号見通し線

上基点第１７１０号から８０メートルの点 

          点イ 基点第１７１５号から基点第１６０６号見通し線

上基点第１７１５号から５５０メートルの点 

 

 

５ 個別漁業権又は団体漁業権の別 

   団体漁業権 

 

 

 ６ 関係地区 笠岡市神島、入江、横島、美の浜、富岡 

  



 

 

 

  

岡区第 １０２ 号 

第３種区画漁業権 



 

 

 １ 免許番号 岡区第１０３号 

 

 

 ２ 漁業種類、漁業の名称及び漁業時期 

      第１種区画漁業  のり養殖業 

   ９月２０日から翌年３月３１日まで 

 

 

 ３ 漁場の位置 笠岡市神島御崎地先 

 

 

 ４ 漁場の区域 点イ、点ウ、点オ、点カ及び点イの各点を順次結んだ４直

線によって囲まれた区域 

   点の位置 

     基点第１７３０号 笠岡市神島西側、神島・神島外浦界に設置した標

識 

     基点第１７３１号 笠岡市神島御崎南端に設置した標識 

          点ア 基点第１７３１号から真方位１８０度見通し線上

基点第１７３１号から２００メートルの点 

          点イ 基点第１７３０号から笠岡市梶子島西端見通し線

上基点第１７３０号から１００メートルの点  

                    点ウ 基点第１７３０号から笠岡市梶子島西端見通し線

上基点第１７３０号から４００メートルの点 

          点エ 基点第１７３１号から真方位１８０度見通し線上

基点第１７３１号から５００メートルの点 

                    点オ 点ウから点エ見通し延長線上点エから２５０メー

トルの点 

                    点カ 点イから点ア見通し延長線上点アから２５０メー

トルの点 

 

 

 ５ 制限又は条件 漁期終了日までに漁場の清掃をしなければならない。 

 

 

６ 個別漁業権又は団体漁業権の別 

   団体漁業権 

 

 

 ７ 関係地区 笠岡市神島、入江、横島、美の浜、富岡、白石島 

 

 

  



 

 

 

  

岡区第 １０３ 号 

第１種区画漁業権 



 

 

 １ 免許番号 岡区第１０４号 

 

 

 ２ 漁業種類、漁業の名称及び漁業時期 

   第１種区画漁業 のり養殖業 

   ９月２０日から翌年３月３１日まで 

   第１種区画漁業 あおのり養殖業 

   ２月１日から７月３１日まで 

 

 

 ３ 漁場の位置 笠岡市神島外浦藤の浦地先 

 

 

 ４ 漁場の区域 点ア、点イ、点ウ、点エ、点オ、点カ及び点アの各点を順

次結んだ６直線によって囲まれた区域 

   点の位置 

     基点第１７２０号  笠岡市神島外浦鹿落鼻東端に設置した標識 

     基点第１７２１号 笠岡市神島外浦黒岩南端に設置した標識 

     基点第１７２３号  笠岡市神島外浦岡崎鼻（２２番札所）に設置した

標識 

          点ア 基点第１７２０号から笠岡市北木島布越鼻東端見

通し線上基点第１７２０号から２５０メートルの点 

          点イ 基点第１７２０号から笠岡市北木島布越鼻東端見

通し線上基点第１７２０号から５００メートルの点 

          点ウ 基点第１７２１号から笠岡市白石島仕切鼻見通し

線上基点第１７２１号から５００メートルの点 

          点エ 基点第１７２３号から笠岡市高島台の鼻見通し線

上基点第１７２３号から５００メートルの点 

          点オ 基点第１７２３号から笠岡市高島台の鼻見通し線

上基点第１７２３号から２５０メートルの点 

          点カ 基点第１７２１号から笠岡市白石島仕切鼻見通し

線上基点第１７２１号から２５０メートルの点 

 

 

 ５ 制限又は条件 漁期終了日までに漁場の清掃をしなければならない。 

 

 

６ 個別漁業権又は団体漁業権の別 

   団体漁業権 

 

 

 ７ 関係地区 笠岡市神島外浦、高島、飛島 

 

 

  



 

 

 

  

岡区第 １０４ 号 

第１種区画漁業権 



 

 

 １ 免許番号 岡区第１０５号 

 

 

 ２ 漁業種類、漁業の名称及び漁業時期 

   第１種区画漁業 のり養殖業 

   ９月２０日から翌年３月３１日まで 

 

 

 ３ 漁場の位置 笠岡市稲積島北西地先 

 

 

４ 漁場の区域 点ア、点イ、点ウ、点エ及び点アの各点を順次結んだ４直線

によって囲まれた区域 

   点の位置 

     基点第１７３０号 笠岡市神島西側、神島・神島外浦界に設置した標

識 

     基点第１７７８号 笠岡市高島南西百間ゾワイ燈標 

          点ア 基点第１７３０号から基点第１７７８号見通し線

上基点第１７３０号から１，２００メートルの点 

          点イ 基点第１７３０号から基点第１７７８号見通し線

上基点第１７３０号から１，７００メートルの点 

          点ウ 点イから真方位２４２度見通し線上点イから７０

０メートルの点 

          点エ 点アから真方位２４２度見通し線上点アから７０

０メートルの点 

                  

 

 ５ 制限又は条件 漁期終了日までに漁場の清掃をしなければならない。 

 

 

６ 個別漁業権又は団体漁業権の別 

   団体漁業権 

 

 

 ７ 関係地区 笠岡市神島外浦、高島、飛島 

 

 

  



 

 

 

  

岡区第 １０５ 号 

第１種区画漁業権 



 

 

 １ 免許番号 岡区第１０６号 

 

 

 ２ 漁業種類、漁業の名称及び漁業時期 

   第１種区画漁業 のり養殖業 

   ９月２０日から翌年３月３１日まで 

 

 

 ３ 漁場の位置 笠岡市高島北地先 

 

 

 ４ 漁場の区域 点ア、点イ、点ウ、点エ及び点アの各点を順次結んだ４直

線によって囲まれた区域 

   点の位置 

     基点第１６０６号 笠岡市西大島黒岩に設置した標識 

     基点第１７２４号  笠岡市神島外浦神島外港西防波堤燈台 

     基点第１７６６号  笠岡市高島仏崎北端に設置した標識 

     基点第１７６７号  笠岡市高島北東端に設置した標識 

                    点ア 基点第１７６６号から基点第１７２４号見通し線

上基点第１７６６号から２００メートルの点 

          点イ 基点第１７６６号から基点第１７２４号見通し線

上基点第１７６６号から４５０メートルの点 

          点ウ 基点第１７６７号から基点第１６０６号見通し線

上基点第１７６７号から５００メートルの点 

          点エ 点ウから笠岡市小高島東端見通し線上点ウから２

５０メートルの点 

 

 

 ５ 制限又は条件 漁期終了日までに漁場の清掃をしなければならない。 

 

 

６ 個別漁業権又は団体漁業権の別 

   団体漁業権 

 

 

 ７ 関係地区 笠岡市神島外浦、高島、飛島 

 

 

  



 

 

 

  

岡区第 １０６ 号 

第１種区画漁業権 



 

 

 １ 免許番号 岡区第１０７号 

 

 

 ２ 漁業種類、漁業の名称及び漁業時期 

   第１種区画漁業 のり養殖業 

   ９月２０日から翌年３月３１日まで 

 

 

 ３ 漁場の位置 笠岡市高島東南地先 

 

 

 ４ 漁場の区域 点ア、点イ、点カ、点オ及び点アの各点を順次結んだ４直

線によって囲まれた区域 

   点の位置 

     基点第１７６７号  笠岡市高島北東端に設置した標識 

     基点第１７６８号  笠岡市高島南東端バベの木鼻に設置した標識 

     基点第１８０５号  笠岡市白石島仕切鼻東端から西２００メートルの

点に設置した標識 

          点ア 基点第１７６７号から笠岡市縦島高見通し線上基

点第１７６７号から４５０メートルの点 

          点イ 基点第１７６７号から笠岡市縦島高見通し線上基

点第１７６７号から７００メートルの点 

          点ウ 基点第１７６８号から基点第１８０５号見通し線

上基点第１７６８号から３５０メートルの点 

          点エ 基点第１７６８号から基点第１８０５号見通し線

上基点第１７６８号から１００メートルの点 

          点オ 点エから点ア見通し線上点エから１００メートル

の点 

          点カ 点ウから点イ見通し線上点ウから１００メートル

の点 

 

 

 ５ 制限又は条件 漁期終了日までに漁場の清掃をしなければならない。 

 

 

６ 個別漁業権又は団体漁業権の別 

   団体漁業権 

 

 

 ７ 関係地区 笠岡市神島外浦、高島、飛島 

 

  



 

 

 

  

岡区第 １０７ 号 

第１種区画漁業権 



 

 

 １ 免許番号 岡区第１０８号 

 

 

 ２ 漁業種類、漁業の名称及び漁業時期 

   第１種区画漁業 のり養殖業 

   ９月２０日から翌年３月３１日まで 

 

 

 ３ 漁場の位置 笠岡市高島南西地先 

 

 

 ４ 漁場の区域 点イ、点ウ、点カ、点オ及び点イの各点を順次結んだ４直

線によって囲まれた区域 

   点の位置 

     基点第１７５３号  笠岡市明地島南西端（シロ石）に設置した標識 

        基点第１７５６号 笠岡市稲積島南端に設置した標識 

     基点第１７７０号  笠岡市高島南西端与太郎鼻に設置した標識 

     基点第１７７８号  笠岡市高島南西百間ゾワイ燈標 

     基点第１８２９号  笠岡市白石島小山頂上に設置した標識 

          点ア 基点第１７７０号から基点第１８２９号見通し線

上基点第１７７０号から１００メートルの点 

          点イ 基点第１７５３号から基点第１８２９号見通し線

と、点アから福山市鞆町仙酔島高見通し線との交差

点 

          点ウ 点イから基点第１８２９号見通し線上点イから３

００メートルの点 

          点エ 基点第１７７８号から基点第１８２９号見通し線

上基点第１７７８号から３５０メートルの点 

                    点オ 点アから福山市鞆町仙酔島高見通し線と、基点第

１７５６号から笠岡市小飛島北端エノコイシ鼻見通

し線との交差点 

          点カ 点ウから点エ見通し線と、基点第１７５６号から

笠岡市小飛島北端エノコイシ鼻見通し線との交差点 

 

 

 ５ 制限又は条件 漁期終了日までに漁場の清掃をしなければならない。 

 

 

６ 個別漁業権又は団体漁業権の別 

   団体漁業権 

 

 

 ７ 関係地区 笠岡市神島外浦、高島、飛島 

 

 

  



 

 

 

  

岡区第 １０８ 号 

第１種区画漁業権 



 

 

 １ 免許番号 岡区第１０９号 

 

 

 ２ 漁業種類、漁業の名称及び漁業時期 

   第１種区画漁業 わかめ、こんぶ養殖業 

   １０月１日から翌年６月３０日まで 

 

 

 ３ 漁場の位置 笠岡市差出島地先 

 

 

 ４ 漁場の区域 点ア、点イ、点ウ、点エ及び点アの各点を順次結んだ４直

線によって囲まれた区域 

   点の位置 

     基点第１７４４号  笠岡市差出島南端に設置した標識 

     基点第１７４８号  笠岡市明地島北端に設置した標識 

     基点第１７４９号  笠岡市明地島北東端に設置した標識 

          点ア 笠岡市差出島赤石から基点第１７４８号見通し線

上笠岡市差出島赤石から５０メートルの点 

          点イ 笠岡市差出島赤石から基点第１７４８号見通し線

上笠岡市差出島赤石から１００メートルの点 

          点ウ 基点第１７４４号から基点第１７４９号見通し線

上基点第１７４４号から１００メートルの点 

          点エ 基点第１７４４号から基点第１７４９号見通し線

上基点第１７４４号から５０メートルの点 

 

 

 ５ 制限又は条件 漁期終了日までに漁場の清掃をしなければならない。 

 

 

６ 個別漁業権又は団体漁業権の別 

   団体漁業権 

 

 

 ７ 関係地区 笠岡市神島外浦、高島、飛島 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
岡区第 １０９ 号 

第１種区画漁業権 



 

 

 １ 免許番号 岡区第１１０号 

 

 

 ２ 漁業種類、漁業の名称及び漁業時期 

   第１種区画漁業 かき垂下式養殖業 

   １０月１日から翌年３月３１日まで 

 

 

 ３ 漁場の位置 笠岡市神島外浦地先 

 

 

 ４ 漁場の区域 基点第１７１５号、点ア、点イ及び基点第１７２０号の各

点を順次結んだ３直線と最大高潮時海岸線とによって囲まれ

た区域 

   点の位置 

     基点第１６０６号 笠岡市西大島黒岩に設置した標識 

     基点第１７１５号  笠岡市神島東側、神島・神島外浦界防波堤階段に

設置した標識 

     基点第１７２０号  笠岡市神島外浦鹿落鼻東端に設置した標識 

          点ア 基点第１７１５号から基点第１６０６号見通し線

上基点第１７１５号から５５０メートルの点 

          点イ 基点第１７２０号から倉敷市下水島北端見通し線

と、点アから笠岡市縦島島頂見通し線との交差点 

 

 

 ５ 制限又は条件 漁期終了日までに漁場の清掃をしなければならない。 

 

 

６ 個別漁業権又は団体漁業権の別 

   個別漁業権 

 

 

 ７ 関係地区 笠岡市神島外浦、高島、飛島 

 

 

  



 

  

岡区第 １１０ 号 

第１種区画漁業権 



 

 

 １ 免許番号 岡区第１１１号 

 

 

 ２ 漁業種類、漁業の名称及び漁業時期 

   第１種区画漁業 かき垂下式養殖業 

   １月１日から１２月３１日まで 

 

 

 ３ 漁場の位置 笠岡市神島外浦大道地先 

 

 

 ４ 漁場の区域 点ア、点イ、点ウ、点エ及び点アの各点を順次結んだ４直

線によって囲まれた区域 

   点の位置 

     基点第１７２５号  笠岡市神島外浦外浦大道（護岸堤西端）鼻に設置

した標識 

     基点第１７２７号 笠岡市神島外浦城山南東麓に設置した標識 

        基点第１７４８号 笠岡市明地島北端に設置した標識 

    基点第１７７２号  笠岡市高島汐口鼻東（台の鼻大岩）に設置した標

識 

              点ア 基点第１７２７号地先石積防波堤東端から基点第

１７７２号見通し線上基点第１７２７号地先石積防

波堤東端から１７５メートルの点 

          点イ 点アから基点第１７７２号見通し線上点アから２

５０メートルの点 

          点ウ 基点第１７２７号から基点第１７４８号見通し線

上基点第１７２７号から６５０メートルの点 

          点エ 基点第１７２５号から点ア見通し線上基点第１７

２５号から２５０メートルの点 

 

 

５ 個別漁業権又は団体漁業権の別 

   団体漁業権 

 

 

 ６ 関係地区 笠岡市神島外浦、高島、飛島 

 

 

  



 

 

 

  

岡区第 １１１ 号 

第１種区画漁業権 



 

 

 １ 免許番号 岡区第１１２号 

 

 

 ２ 漁業種類、漁業の名称及び漁業時期 

第１種区画漁業 かき垂下式養殖業 

   １月１日から１２月３１日まで 

 

 

 ３ 漁場の位置 笠岡市神島外浦江の浜地先 

 

 

 ４ 漁場の区域 点エ、点オ、点カ、点キ及び点エの各点を順次結んだ４直

線によって囲まれた区域 

   点の位置 

     基点第１７３０号 笠岡市神島西側、神島・神島外浦界に設置した標

識 

     基点第１７５５号  笠岡市稲積島北端に設置した標識 

          点ア 基点第１７５５号から笠岡市神島オソノミ山頂見

通し線と最大高潮時海岸線との交差点 

          点イ 点アから基点第１７５５号見通し線上点アから１

００メートルの点 

          点ウ 点アから基点第１７５５号見通し線上点アから３

５０メートルの点 

          点エ 基点第１７３０号から笠岡市梶子島西端見通し線

上基点第１７３０号から３５０メートルの点 

          点オ 基点第１７３０号から笠岡市梶子島西端見通し線

上基点第１７３０号から１００メートルの点 

          点カ 点イから点オ見通し線上点イから１５０メートル

の点 

          点キ 点ウから点エ見通し線上点ウから１５０メートル

の点 

 

 

５ 個別漁業権又は団体漁業権の別 

   団体漁業権 

 

 

 ６ 関係地区 笠岡市神島外浦、高島、飛島 

 

 

  



 

 

 

  

岡区第 １１２ 号 

第１種区画漁業権 



 

 

 １ 免許番号 岡区第１１３号 

 

 

 ２ 漁業種類、漁業の名称及び漁業時期 

      第１種区画漁業  かき、あさり垂下式養殖業 

   １月１日から１２月３１日まで 

 

 

 ３ 漁場の位置 笠岡市高島高須、王泊地先 

 

 

 ４  漁場の区域 基点第１７７９号、点ア、点イ、基点第１７６６号及び基

点第１７７３号の各点を順次結んだ４直線と最大高潮時海岸

線とによって囲まれた区域。ただし、最大高潮時海岸線から

沖出し５０メートルの区域を除く。 

     点の位置 

        基点第１７２４号  笠岡市神島外浦神島外港西防波堤燈台 

        基点第１７３２号  笠岡市神島外浦中村西防波堤突端に設置した標識 

      基点第１７４４号  笠岡市差出島南端に設置した標識 

      基点第１７６６号  笠岡市高島仏崎北端に設置した標識 

     基点第１７７３号  笠岡市高島汐口鼻北端に設置した標識 

      基点第１７７９号  笠岡市高島黒土港北防波堤基部に設置した標識 

          点ア 点イから基点第１７４４号見通し線と、基点第１

７３２号から基点第１７７９号見通し線との交差点 

          点イ 基点第１７６６号から基点第１７２４号見通し線

上基点第１７６６号から２５０メートルの点 

 

 

５ 個別漁業権又は団体漁業権の別 

   団体漁業権 

 

 

 ６ 関係地区 笠岡市神島外浦、高島、飛島  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

岡区第 １１３ 号 

第１種区画漁業権 



 

 

 １ 免許番号 岡区第１１４号 

 

 

 ２ 漁業種類、漁業の名称及び漁業時期 

   第１種区画漁業 のり養殖業 

   ９月２０日から翌年３月３１日まで 

 

 

 ３ 漁場の位置 笠岡市白石島西之浦地先 

 

 

 ４ 漁場の区域 基点第１８１９号、点ア、点イ、点ウ、点エ、点カ及び基

点第１８３７号の各点を順次結んだ６直線と最大高潮時海岸

線とによって囲まれた区域 

   点の位置 

     基点第１７５５号  笠岡市稲積島北端に設置した標識 

     基点第１７５６号  笠岡市稲積島南端に設置した標識 

     基点第１７７０号  笠岡市高島南西端与太郎鼻に設置した標識 

     基点第１８１９号 笠岡市弁天島西端に設置した標識 

     基点第１８２７号 笠岡市白石島小山北端に設置した標識 

     基点第１８３６号  笠岡市白石島亀石に設置した標識 

     基点第１８３７号  笠岡市弁天島東北端に設置した標識 

          点ア 基点第１８１９号から基点第１８２７号見通し延

長線と、基点第１８３６号から笠岡市鳥山見通し線

との交差点 

          点イ 笠岡市白石島応神山山頂から福山市鞆町仙酔島高

見通し線と、基点第１８３６号から笠岡市鳥山見通

し線との交差点 

          点ウ 点イから福山市鞆町仙酔島高見通し線上点イから

３５０メートルの点 

          点エ 点ウから基点第１７５５号見通し線と、点カから

点オ見通し延長線との交差点 

          点オ 基点第１８２７号から基点第１７５６号見通し線

上基点第１８２７号から５００メートルの点 

          点カ 基点第１８３７号から基点第１７７０号見通し線

上基点第１８３７号から５００メートルの点 

 

 

 ５ 制限又は条件 漁期終了日までに漁場の清掃をしなければならない。 

 

 

６ 個別漁業権又は団体漁業権の別 

   団体漁業権 

 

 

 ７ 関係地区 笠岡市白石島 

 

 

  



 

 

 

  

岡区第 １１４ 号 

第１種区画漁業権 



 

 

 １ 免許番号 岡区第１１５号 

 

 

 ２ 漁業種類、漁業の名称及び漁業時期 

   第１種区画漁業 のり養殖業 

   ９月２０日から翌年３月３１日まで 

 

 

 ３ 漁場の位置 笠岡市カナリ島北部地先 

 

 

 ４ 漁場の区域 点イ、点オ、点エ、点ウ及び点イの各点を順次結んだ４直

線によって囲まれた区域 

   点の位置 

     基点第１８１０号 笠岡市白石島ヒラタ鼻に設置した標識 

     基点第１８１４号 笠岡市カナリ島南端に設置した標識 

     基点第１８２２号 笠岡市梶子島東端に設置した標識 

          点ア 基点第１８１４号から基点第１８１０号見通し線

と、基点第１８２２号から笠岡市神島御崎南端見通

し線との交差点 

          点イ 点アから基点第１８１０号見通し線上点アから２

００メートルの点 

          点ウ 点カから笠岡市弁天島北西端見通し線上点カから

２００メートルの点 

          点エ 笠岡市弁天島北端から真方位２５１度３０分見通

し線と、笠岡市神島御崎南端から笠岡市大飛島西端

見通し線との交差点 

          点オ 基点第１８１０号から基点第１８１４号見通し延

長線と、笠岡市神島御崎南端から笠岡市大飛島西端

見通し線との交差点 

          点カ 笠岡市弁天島北端から真方位２５１度３０分見通

し線と、笠岡市神島御崎南端から基点第１８２２号

見通し線との交差点 

 

 

 ５ 制限又は条件 漁期終了日までに漁場の清掃をしなければならない。 

 

 

６ 個別漁業権又は団体漁業権の別 

   団体漁業権 

 

 

 ７ 関係地区 笠岡市白石島 

 

 

  



 

 

 

  

岡区第 １１５ 号 

第１種区画漁業権 



 

 

 １ 免許番号 岡区第１１６号 

 

 

 ２ 漁業種類、漁業の名称及び漁業時期 

   第１種区画漁業 わかめ、こんぶ養殖業 

   １０月１日から翌年６月３０日まで 

 

 

 ３ 漁場の位置 笠岡市白石島北東地先 

 

 

 ４ 漁場の区域 基点第１８０１号及び点アを結んだ直線、笠岡市白石島屏

風岩及び点イを結んだ直線及び基点第１８０１号と笠岡市白

石島屏風岩の間における最大高潮時海岸線から沖出し３０メ

ートルの線と最大高潮時海岸線とによって囲まれた区域 

   点の位置      

     基点第１７６７号  笠岡市高島北東端に設置した標識 

     基点第１８０１号  笠岡市白石島水場の浜北モチの木南端に設置した

標識 

     基点第１８２０号 笠岡市沖ノ白石燈台 

          点ア 基点第１８０１号から基点第１８２０号見通し線

上基点第１８０１号から３０メートルの点 

          点イ 笠岡市白石島屏風岩から基点第１７６７号見通し

線上笠岡市白石島屏風岩から３０メートルの点 

 

 

 ５ 制限又は条件 漁期終了日までに漁場の清掃をしなければならない。 

 

 

６ 個別漁業権又は団体漁業権の別 

   団体漁業権 

 

 

 ７ 関係地区 笠岡市白石島 

 

 

  



 

 

 

  

岡区第 １１６ 号 

第１種区画漁業権 



 

 

 １ 免許番号 岡区第１１７号 

 

 

 ２ 漁業種類、漁業の名称及び漁業時期 

   第１種区画漁業 わかめ、こんぶ養殖業 

   １０月１日から翌年６月３０日まで 

 

 

 ３ 漁場の位置 笠岡市白石島北地先 

 

 

 ４ 漁場の区域 基点第１８３８号、点ア、点イ及び基点第１８１９号の各

点を順次結んだ３直線と最大高潮時海岸線とによって囲まれ

た区域 

   点の位置      

     基点第１８１９号 笠岡市弁天島西端に設置した標識 

     基点第１８２７号 笠岡市白石島小山北端に設置した標識 

     基点第１８２８号 笠岡市白石島小山南端に設置した標識 

     基点第１８３４号 笠岡市白石島西之浦先西端に設置した標識 

     基点第１８３８号  笠岡市弁天島南端に設置した標識 

          点ア 基点第１８３８号から基点第１８２８号見通し線

と、基点第１８３４号から笠岡市小高島西端見通し

線との交差点 

          点イ 基点第１８１９号から基点第１８２７号見通し線

と、基点第１８３４号から笠岡市小高島西端見通し

線との交差点 

 

 

 ５ 制限又は条件 漁期終了日までに漁場の清掃をしなければならない。 

 

 

６ 個別漁業権又は団体漁業権の別 

   団体漁業権 

 

 

 ７ 関係地区 笠岡市白石島 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 岡区第 １１７ 号 

第１種区画漁業権 



 

 

 １ 免許番号 岡区第１１８号 

 

 

 ２ 漁業種類、漁業の名称及び漁業時期 

   第１種区画漁業 かき垂下式養殖業 

   １月１日から１２月３１日まで 

 

 

 ３ 漁場の位置 笠岡市白石島鳥ノ口地先 

 

 

 ４ 漁場の区域 基点第１８０８号及び笠岡市白石島三ゲンボ鼻を結んだ直

線と最大高潮時海岸線とによって囲まれた区域 

   点の位置 

     基点第１８０８号  笠岡市白石島宮ノ鼻に設置した標識 

 

 

５ 個別漁業権又は団体漁業権の別 

   団体漁業権 

 

 

 ６ 関係地区 笠岡市白石島 

 

 

  



 

 

  

岡区第 １１８ 号 

第１種区画漁業権 



 

 

 １ 免許番号 岡区第１１９号 

 

 

 ２ 漁業種類、漁業の名称及び漁業時期 

   第１種区画漁業 かき垂下式養殖業 

   １月１日から１２月３１日まで 

 

 

 ３ 漁場の位置 笠岡市白石島北地先 

 

 

 ４ 漁場の区域 基点第１８１７号、第１８３８号、点ア及び基点第１８３

４号の各点を順次結んだ３直線と最大高潮時海岸線とによっ

て囲まれた区域  

   点の位置 

     基点第１８１７号 笠岡市白石島目玉岩に設置した標識 

     基点第１８２８号 笠岡市白石島小山南端に設置した標識 

     基点第１８３４号 笠岡市白石島西之浦先西端に設置した標識 

     基点第１８３８号  笠岡市弁天島南端に設置した標識 

          点ア 基点第１８３８号から基点第１８２８号見通し線

と、基点第１８３４号から笠岡市小高島西端見通し

線との交差点 

 

 

５ 個別漁業権又は団体漁業権の別 

   団体漁業権 

 

 

 ６ 関係地区 笠岡市白石島 

 

 

  



 

 

 

  

岡区第 １１９ 号 

第１種区画漁業権 



 

 

 １ 免許番号 岡区第１２０号 

 

 

 ２ 漁業種類、漁業の名称及び漁業時期 

   第１種区画漁業 かき垂下式養殖業 

   １月１日から１２月３１日まで 

 

 

 ３ 漁場の位置 笠岡市北木島町豊浦地先 

 

 

 ４ 漁場の区域 基点第１８７７号、点ア、点イ及び基点第１８７８号の各

点を順次結んだ３直線と最大高潮時海岸線とによって囲まれ

た区域 

    点の位置 

    基第第１８７７号 笠岡市北木島八幡鼻突端に設置した標識  

    基点第１８７８号 笠岡市北木島町木崎鼻突端に設置した標識 

          点ア 基点第１８７７号から笠岡市白石島宮ノ鼻高見通

し線上基点第１８７７号から１００メートルの点 

          点イ 基点第１８７８号から笠岡市白石島宮ノ鼻高見通

し線上基点第１８７８号から１００メートルの点  

 

 

５ 個別漁業権又は団体漁業権の別 

   団体漁業権 

 

 

 ６ 関係地区 笠岡市北木島町 

 

 

  



 

 

 

  

岡区第 １２０ 号 

第１種区画漁業権 



 

 

 １ 免許番号 岡区第１２１号 

 

 

 ２ 漁業種類、漁業の名称及び漁業時期 

   第１種区画漁業 かき垂下式養殖業 

   １月１日から１２月３１日まで 

 

 

 ３ 漁場の位置 笠岡市北木島東地先 

 

 

 ４ 漁場の区域 点ア、点イ及び基点第１８６３号の各点を順次結んだ２直

線と最大高潮時海岸線とによって囲まれた区域 

   点の位置 

    基点第１８６３号 笠岡市北木島町大浦港北防波堤突端灯台に設置し

た標識 

    基点第１８７９号 笠岡市北木島布越南東端に設置した標識 

                    点ア 笠岡市北木島トンギリ山（１８０）から笠岡市茂

床島島頂見通し線と、笠岡市北木島最大高潮時海岸

線との交差点 

                    点イ 笠岡市北木島トンギリ山（１８０）から笠岡市茂

床島島頂見通し線と、基点第１８６３号から基点第

１８７９号見通し線との交差点 

           

 

５ 個別漁業権又は団体漁業権の別 

   団体漁業権 

 

 

 ６ 関係地区 笠岡市北木島町 

 

 

  



 

 

 

  

岡区第 １２１ 号 

第１種区画漁業権 



 

 

 １ 免許番号 岡区第１２２号 

 

 

 ２ 漁業種類、漁業の名称及び漁業時期 

   第１種区画漁業 かき垂下式養殖業 

   １月１日から１２月３１日まで 

 

 

 ３ 漁場の位置 笠岡市北木島東地先 

 

 

 ４ 漁場の区域 基点第１８６２号、点ア及び基点第１８７９号の各点を順

次結んだ２直線と最大高潮時海岸線とによって囲まれた区域 

    点の位置 

    基点第１８６３号 笠岡市北木島町大浦港北防波堤突端灯台に設置し

た標識 

    基点第１８７９号 笠岡市北木島町布越南東端に設置した標識 

    基点第１８６２号 笠岡市北木島町中山防波堤突端に設置した標識 

                    点ア 笠岡市大島高頂（５８）から基点第１８６２号見

通し線と、基点第１８６３号から基点第１８７９号

見通し線との交差点 

 

           

５ 個別漁業権又は団体漁業権の別 

   団体漁業権 

 

 

 ６ 関係地区 笠岡市北木島町 

 

 

 

 



 

 

 

岡区第 １２２ 号 

第１種区画漁業権 


